
（大阪府自転車の安全で適正な利用の推進に関する条例）

平成２８年４月１日に

が施行されました。

自転車を利用するすべての方に
されています。（平成２８年７月１日施行）

※ご自身の加入している保険の保障内容を確認し、加入していない方は
保険会社や自転車販売店等にお問い合わせ下さい。
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